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■就業規則で会社を変えよう
年々「就業規則」がお飾りでは済まなくなってき
ているようだ。“お役所の手前とりあえず備えてあ
ればいいもの”から，“書いてある通りに機能する
もの”へと，様々な利害関係を伴って問われる時代
を迎えている。就業規則に照らして「残業代を規定
通りに支払う」といった運用は理にかなっているが，
規定次第では「退職した以上，過去の事案で懲戒処
分はできず，退職金も規定通り支払われる」といっ
た“逃げ得”を許す根拠にもなりかねない。もっと
もネガティブな視点だけが重要というわけではな
い。本稿にあるように家賃補助などの従業員支援規
定を明文化しておくことで，社員の惹きつけ（しか
も交通費コストの削減）に効果を発揮するような側
面もある。
本稿ではサンプルとして，10のケースと規定の改

善例を示したが，いずれも出来合いのモデルに頼っ
た就業規則では限界がある。経営リスクをヘッジす
る意味でも，様々な角度から予防的に見直しておく
ことが大事だ。 （編集部）

■下田直人（しもだ　なおと）：
2002年に事務所を開業し，以後社員数500名程度までの中小企業における労務管理のアドバイス業務を展開。全国にクラ
イアントを持つ。特に最近では，独自のメソッドを駆使した就業規則の作成を行う。また，クライアント先での管理職研
修や勉強会の講師も積極的に引き受けている。著作に『なぜ就業規則を変えると会社は儲かるのか』（大和出版），『就業
規則&社内ルールの作成ポイント―会社を守る社員が安心する! 』（すばる舎）など。
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構　成

就業規則の
落とし穴
就業規則の
落とし穴
－ここをチェック！よくあるケースと規定改善例－
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はじめに
■形だけの就業規則では限界

■就業規則とは何か？

■就業規則の不備が社内を混乱させる

■“積極的就業規則”を作れば会社業績にも貢献できる

■「労働契約法」との関係に注意を

１ 自動車運転免許証の確認は定期的に行われ
ているか

２ 休職と復職の繰り返しを防止しているか

３ 管理職に深夜手当は支払われているのか

４ 年俸制の内訳が基本給と割増賃金相当分に
分けられているか

５ 時間外労働割増賃金の支給基準は明瞭にな
っているか

６ 退職時の引継ぎをしっかりと行わせる規定
になっているか

７ 行方不明・無断退職者の扱いは定められて
いるか

８ 懲戒解雇と労働基準監督署の解雇予告除外
認定が連動していないか

９ 退職後に不正が発覚した場合でも退職金を
不支給にできる規定になっているか

１０ ワークライフバランスを保つための工夫を
しているか
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